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1  栄養教諭とは

管理栄養士又は栄養士の免許を有しており、栄養に
関する専門性と教育に関する資質を併せ有する教師

（食に関する指導の手引－第二次改訂版－）

管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用い
て、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄
養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のた
めの栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設に
おける利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮
を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等
を行うことを業とする者（栄養士法）

栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の
指導に従事することを業とする者（栄養士法）



1  栄養教諭とは

児童生徒の食生活の乱れが深刻化

学校における食に関する指導を充実、児童生徒が望
ましい食習慣を身に付ける

平成17年４月から新たに栄養教諭制度が開始

※食に関する指導（学校における食育）の推進に中核的な役割
※給食管理のみを本務とする学校栄養職員とは、職務内容や職務上の責任、
必要な資質が異なる新たな職



1  栄養教諭とは

栄養教諭を置くことができる（学校教育法）

※幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校

幼児児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる
（学校教育法）

【職務】
食に関する指導と学校給食の管理を一体のものとし
て行う

教育上の高い相乗効果



2 栄養教諭の職務内容

＜栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例＞

養護教諭及び栄養教諭の標準的な職
務の明確化に係る学校管理規則の参
考例等の送付について（通知）



2 栄養教諭の職務内容①

１ 主として食育に関すること

（１）各教科等における指導に関すること

‣食に関する指導の全体計画の作成

‣給食の時間における児童生徒への給食指導及び食

に関する指導

‣上記のほか、各教科等における食に関する指導へ

の参画（ティーム・ティーチング、教材作成等）



2 栄養教諭の職務内容①

‣食に関する指導の全体計画の作成 全体計画のイメージ

校長は、当該指導が効果的に行われる
よう、学校給食と関連付けつつ当該義
務教育諸学校における食に関する指導
の全体的な計画を作成することその他
の必要な措置を講ずるものとする。
（学校給食法第10条）

食に関する指導の手引ー第二次改訂版－（文部科学省）



2 栄養教諭の職務内容①

‣食に関する指導の全体計画の作成

栄養教諭は、全体計画の作成や実践等で中心的な役割

１ 全体計画の進行管理（原案作成、提示等）

２ 教職員の連携・調整（担当教職員間での検討・協議等）

３ 家庭や地域との連携・調整（当該学校・域内の食育コーディネー

ターとしての役割等）

４ 各種計画との関連付け（給食献立計画等）

５ 児童生徒の食生活の実態把握と活用（課題の提示等）

６ 食育の取組事例等に関する情報提供（新しい動向、研究成果、各

種情報の収集、把握）

７ 学校給食の現状や課題等に関する情報提供（問題提起、解決方

策の提案等）

８ 複数の学校を兼務する栄養教諭の対応（本務校・兼務校の全体計

画の作成に参画、中心的役割、指導日の調整）

食に関する指導の手引ー第二次改訂版－（文部科学省）

校長のリーダーシップ



2 栄養教諭の職務内容①

‣給食の時間における児童生徒への給食指導及び食

に関する指導

【給食指導】
給食の準備から片付けまでの一連の指導の中で、正しい手洗い、配膳

方法、食器の並べ方、箸の使い方、食事のマナーなどを体得

【食に関する指導】
献立を教材として用いた指導

学校給食の献立を通じて、食品の産地や栄養的な特徴を学習
教科等で取り上げられた食品や学習内容を確認 等

食に関する指導の手引ー第二次改訂版－（文部科学省）

日々の指導は学級担任、
栄養教諭と連携

栄養教諭による直接的な
指導や資料提供



2 栄養教諭の職務内容①

【給食の時間における食に関する指導】

（１）献立を教材とした給食の時間における指導
・食料の生産、流通、消費

・食品の種類や特徴

・栄養のバランスのとれた食事

（２）教科等と連携した給食の時間における指導
・導入としての活用（給食→授業）

・学習の確認の場面としての活用（授業→給食）

食に関する指導の手引ー第二次改訂版－（文部科学省）

栄養教諭による直接的な
指導や資料提供

季節や地域の行事にちなんだ行事
食の提供（食事という実体験を通
して、食に関する知識理解、関心
を深める

栄養教諭は食に関する指導の
全体計画を献立計画に反映、
学級担任等は学校給食を教材
として活用



2 栄養教諭の職務内容①

【給食の時間における食に関する指導】
（２）教科等と連携した給食の時間における指導

・導入としての活用（給食→授業）
例：【小学校】第３学年 理科

植物のからだを学習する際、野菜を例に、根や茎、葉、花（つぼ

 み）、実のどの部分を食べている野菜なのかを給食を食べながら予
 想、実際に食べることで、イメージがつきやすくなる

・学習の確認の場面としての活用（授業→給食）
例：【小学校】第５学年 家庭科

栄養バランスのとれた献立

  給食を食べながら、献立を構成する要素としての主食、主菜、副菜
についての学習を振り返り、理解を深める

食に関する指導の手引ー第二次改訂版－（文部科学省）



2 栄養教諭の職務内容①

‣各教科等における食に関する指導への参画

（ティーム・ティーチング、教材作成等）

食育の推進について、体育科（保健体育科）、家庭科（技
術・家庭科）及び特別活動の時間はもとより、各教科、道徳
科、外国語活動及び総合的な学習の時間などにおいてもそれ
ぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。

（小学校（中学校）学習指導要領）

各教科等では、それぞれの特質に応じた見方・考え方を働かせ、三つ
の柱に沿った資質・能力の育成を目指し目標を示している。
関連する教科等において食に関する指導を行うことで、食育の充実に

つなげることのみならず、当該教科の目標がよりよく達成されることを
目指す。

食に関する指導の手引ー第二次改訂版－（文部科学省）



2 栄養教諭の職務内容①

‣各教科等における食に関する指導

・児童生徒に当該教科等の目標や内容を身に付けさせ目標がよりよく達成
されることを第一義的に考え、その実現の過程に「食育の視点」を位置づ
け、意図的に指導することが重要

・評価は学習指導要領に基づき当該教科等の評価として行う

【食育の視点】

・食事の重要性

・心身の健康

・食品を選択する能力

・感謝の心

・社会性

・食文化

食に関する指導の手引ー第二次改訂版－（文部科学省）

栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育（文部科学省）

栄養教諭の具体的な授業参画の方法
①ティーム・ティーチング
②教材研究
③指導計画に基づく打合せ 等



2 栄養教諭の職務内容①

‣各教科等における食に関する指導

「食育の視点」は、学校における食育の推進を評価するため
の指標として活用することから、「食育の視点」に示した姿に
到達したかどうか、児童生徒の変容等を見取る

栄養教諭は、食育の推進の評価のための資料として、児童生
徒の変容を「食育の視点」別に整理・蓄積しておくことが重要

食に関する指導の手引ー第二次改訂版－（文部科学省）



2 栄養教諭の職務内容①

１ 主として食育に関すること

（２）食に関する健康課題の相談指導に関すること

‣食に関する健康課題を有する児童生徒への個別的な
相談指導（実態把握、相談指導計画の作成、実施、評価等）

・学校給食法第 10 条（学校給食を活用した食に関する指導）
・学校保健安全法第８条（健康相談）及び第９条（保健指導）

服務監督権者である教育委員会等や校長等の管理職において、
服務上の配慮・措置を適切に実施することが必要



2 栄養教諭の職務内容①

‣食に関する健康課題を有する児童生徒への個別的な相談指導

授業や学級活動の中など全体での指導では解決できない健康に関係した
個別性の高い課題について改善を促すために実施

〈想定される個別的な相談指導〉

偏食のある児童生徒

肥満・やせ傾向にある児童生徒

食物アレルギーを有する児童生徒

スポーツをする児童生徒

食行動に問題を抱える児童生徒

（栄養や食が関係する疾患を有する児童生徒について、本人や関係者から
相談指導の依頼があった場合は対応）

食物アレルギーは、「学校給食
における対応」と「個別的な相談
指導」の両立が重要

食に関する指導の手引ー第二次改訂版－（文部科学省）



2 栄養教諭の職務内容①

‣食に関する健康課題を有する児童生徒への個別的な相談指導

【栄養教諭の役割】

・管理栄養士・栄養士の資格を有した唯一の教師、食に関する

高い知識やスキルをもって個別的な相談指導を主体的かつ効

果的にすすめる役割

・学校現場や児童生徒を対象とすることから、学年、年齢、発

育段階に合わせた指導スキルが必要

食に関する指導の手引ー第二次改訂版－（文部科学省）



2 栄養教諭の職務内容②

２ 主として学校給食の管理に関すること

（１）栄養管理に関すること

‣学校給食実施基準に基づく栄養管理

（献立作成、栄養摂取状況の把握）

・学校給食実施基準（学校給食法 第８条）

児童又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基準



2 栄養教諭の職務内容②

区 分

基 準 値
児童（６歳～７歳）
の場合

児童（８歳～９歳）
の場合

児童（10歳～11歳）の
場合

生徒（12歳～14歳）の
場合

エ ネ ル ギ ー   （ｋcal） 530 650 780 830

た ん ぱ く 質 （％） 学校給食による摂取エネルギー全体の13％～20％

脂 質   （％） 学校給食による摂取エネルギー全体の20％～30％

ナトリウム（食塩相当量）（g） 1.5未満 2未満 2未満 2.5未満

カ ル シ ウ ム （mg） 290 350 360 450

マグネシウム （mg） 40 50 70 120

鉄 （mg） 2 3 3.5 4.5

ビ タ ミ ン Ａ （μｇRAE） 160 200 240 300

ビタミンＢ１ （mg） 0.3 0.4 0.5 0.5

ビタミンＢ２  （mg） 0.4 0.4 0.5 0.6

ビ タ ミ ン Ｃ  （mg） 20 25 30 35

食 物 繊 維 （g） 4以上 4.5以上 5以上 7以上

（注）１ 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮すること。
亜 鉛……児童（６歳～７歳） 2mg、児童（８歳～９歳） 2mg、

児童（10歳～11歳） 2mg、生徒（12歳～14歳） 3mg
２ この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の
健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。

３ 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮すること。

児童又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基準



2 栄養教諭の職務内容②



2 栄養教諭の職務内容②

２ 主として学校給食の管理に関すること

（２）衛生管理に関すること

‣学校給食衛生管理基準に基づく衛生管理

（学校給食施設及び設備の衛生、食品の衛生並びに学校給

食調理員の衛生の管理、学級担任等や学校給食調理員へ

の指導・助言）

・学校給食衛生管理基準（学校給食法 第９条）



2 栄養教諭の職務内容②

【学校給食衛生管理基準】

第1 総則

第2 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準

第3 調理の過程等における衛生管理に係る衛生管理基準

第4 衛生管理体制に係る衛生管理基準

第5 日常及び臨時の衛生検査

第6 雑則

栄養教諭等を衛生管理責任者として定めること。ただし、栄養教諭等が現に
いない場合は、調理師資格を有する学校給食調理員等を衛生管理責任者と
して定めること。

衛生管理責任者は、施設及び設備の衛生、食品の衛生及び学校給食調理
員の衛生の日常管理等に当たること。また、調理過程における下処理、調理、
配送等の作業工程を分析し、各工程において清潔かつ迅速に加熱及び冷
却調理が適切に行われているかを確認し、その結果を記録すること。



2 栄養教諭の職務内容②



２ 栄養教諭の職務内容（参考）

【課題及び解決に向けた方向性】
① 求められる役割（職務の範囲）の明確化

・栄養教諭は、学校栄養職員が主として学校給食の管
理を担うのに対し、食に関する指導と学校給食の管
理を一体のものとして行うことを本来の役割

・現状、学校給食の管理に関する業務に比重が置かれ、
栄養教諭としての本来の役割を果たせていない

・単独調理方式と共同調理方式の別でその状況に更に
大きな格差

養護教諭及び栄養教諭の資質能力の向上に関
する調査研究協力者会議の議論の取りまとめ



２ 栄養教諭の職務内容（参考）

【栄養教諭に担うことが求められる職務について】

＜学校給食の管理＞

・食に関する指導と並ぶ、栄養教諭の職務の柱の一つ
・学校給食の管理に、栄養教諭及び学校栄養職員以外の他の教職
員が関与することは想定されないものの、逆に、本来、学校給食の管
理に含まれない業務まで、栄養教諭に委ねられているのではないかと
いう指摘

・他の教職員との役割分担を明確にした上で対応することが必要

・献立作成を越えて、食材の調達に係る契約手続きや、学校給食の
調理そのものまで栄養教諭が担っているケースが散見

これらの業務は、栄養「教諭」の本務としては必ずしも適切ではないた
め、見直し

養護教諭及び栄養教諭の資質能力の向上に関
する調査研究協力者会議の議論の取りまとめ



２ 栄養教諭の職務内容（参考）

【栄養教諭に担うことが求められる職務について】

＜学校給食の管理＞
〇栄養管理（献立作成）

摂取エネルギーや栄養バランス、アレルゲンの有無など、様々要素を
踏まえる必要があることから、ソフトウェアやアプリを活用して、事務
の効率化を図るべき

〇学校給食衛生管理基準に基づく衛生管理

栄養教諭は、学校給食衛生管理基準に基づき、学校給食調理
場における衛生管理責任者として、その施設・設備や食品、学校給
食調理員の衛生管理を担当することが必要となるが、その際には、
実際の調理を担う学校給食調理員との業務内容の整理・分担や
ICT の活用等により、業務の効率化を図ることが重要

栄養教諭が実施すべき業務を行う
教育委員会、学校関係者の認識を再共有する

養護教諭及び栄養教諭の資質能力の向上に関
する調査研究協力者会議の議論の取りまとめ



1  栄養教諭とは
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